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障
が
い
福
祉
課
か
ら
の
お
知
ら
せ

【
精
神
保
健
講
演
会
】

時
4
月
11
日
（
水
）
14:

30
〜
15:

30　

所
さ
わ
や
か
会
館
3
階
多
目
的
室　

容

「
精
神
疾
患
の
理
解
」、
講
師
：
原は
ら

田だ

豊ゆ
た
かさ
ん

（
鳥
取
県
立
精
神
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー
所
長
）

※
お
車
で
お
越
し
の
人
は
、
駅
南
庁
舎
の
駐

車
場
を
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

【
重
度
障
が
い
（
児
）
タ
ク
シ
ー
利
用
助
成
】

　

平
成
24
年
度
の
重
度
障
が
い
者
（
児
）
タ

ク
シ
ー
利
用
券
（
桃
色
）
を
、交
付
し
ま
す
。

利
用
券
（
初
乗
り
運
賃
相
当
分
）
は
、
月
当

た
り
4
枚
、
申
請
月
か
ら
平
成
25
年
3
月
ま

で
の
月
数
に
応
じ
た
枚
数
を
お
渡
し
し
ま
す

（
4
月
に
申
請
の
場
合
は
、
4
枚
×
12
カ
月

＝
48
枚
）。な
お
、平
成
23
年
度
の
利
用
券（
水

色
）
は
、
4
月
以
降
は
利
用
で
き
ま
せ
ん
。

対
身
体
障
害
者
手
帳
1
・
2
級
ま
た
は
療
育

手
帳
Ａ
の
所
持
者
で
、
4
月
時
点
で
平
成
22

年
所
得
に
係
る
所
得
税
が
非
課
税
で
、
か
つ
、

平
成
23
年
度
の
個
人
市
民
税
が
非
課
税
の
人

※
平
成
24
年
7
月
以
降
に
新
た
に
要
件
に
該

当
と
な
る
場
合
は
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

【
デ
イ
ケ
ア
（
サ
ロ
ン
）
に
参
加
し
て
み
ま
せ

ん
か
？
】

容
レ
ク
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
、
学
習
会
、
相
談

な
ど　

対
精
神
科
通
院
中
の
人
、
人
中
に

出
る
の
が
苦
手
な
人
な
ど

鳥
取
・
東
部
地
区（
鳥
取
・
国
府
・
福
部
）

と　

き

毎
週
火
曜
日	

13:

30
〜
15:

00

と
こ
ろ

さ
わ
や
か
会
館（
富
安
二
丁
目
）

問
い
合

わ
せ
先

駅
南
庁
舎
障
が
い
福
祉
課（
左
記
参

照
）、
国
府
・
福
部
支
所
市
民
福
祉

課（

	

14
ペ
ー
ジ
）

鳥
取
南
部
地
域（
河
原
・
用
瀬
・
佐
治
）

と　

き

毎
月
一
回（
金
曜
日
）※
要
申
し
込
み

と
こ
ろ

開
催
月
に
よ
り
会
場
お
よ
び
時
間

が
異
な
り
ま
す
。

問
い
合

わ
せ
先

河
原
・
用
瀬
・
佐
治
支
所
市
民
福
祉

課（
	

14
ペ
ー
ジ
）

鳥
取
西
部
地
域（
気
高
・
鹿
野
・
青
谷
）

と　

き

毎
月
一
回（
木
曜
日
）※
要
申
し
込
み

と
こ
ろ

開
催
月
に
よ
り
会
場
お
よ
び
時
間

が
異
な
り
ま
す
。

問
い
合

わ
せ
先

気
高
・
鹿
野
・
青
谷
支
所
市
民
福
祉

課（

	

14
ペ
ー
ジ
）

問
駅
南
庁
舎
障
が
い
福
祉
課

	

０
８
５
７-

20-

３
４
７
４

各
総
合
支
所
市
民
福
祉
課
（

	

14
ペ
ー
ジ
）

高
齢
社
会
課
か
ら
の
お
知
ら
せ

【
老
人
ク
ラ
ブ
へ
の
助
成
】

容
高
齢
者
自
身
の
生
き
が
い
を
高
め
、
健

康
づ
く
り
や
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
な
ど
地
域
を
豊

か
に
す
る
活
動
を
行
う
老
人
ク
ラ
ブ
の
活
動

費
を
一
部
助
成　

条
概
ね
60
歳
以
上
の
会

員
30
人
以
上
で
組
織
さ
れ
て
い
る
こ
と

【
高
齢
者
へ
の
配
食
サ
ー
ビ
ス
】

容
栄
養
バ
ラ
ン
ス
に
配
慮
し
た
昼
食
の
提

供
（
週
3
回
ま
で
）　

対
一
人
暮
ら
し
の
高

齢
者
や
高
齢
者
の
み
の
世
帯
で
、
心
身
障
が

い
、
虚
弱
な
ど
の
た
め
調
理
が
困
難
な
人　

※
提
供
が
必
要
か
否
か
を
判
断
す
る
た
め
、

身
体
状
況
な
ど
を
調
査
し
ま
す
。

料
1
食
５
０
０
円
（
米
飯
含
む
）　

※
米
飯

な
し
は
４
５
０
円

【
高
齢
者
へ
の
日
常
生
活
用
具
購
入
費
助
成
】

容
一
人
暮
ら
し
な
ど
の
高
齢
者
が
、
安
全

に
日
常
生
活
を
過
ご
せ
る
よ
う
に

▽
対
象
商
品
：
電
磁
調
理
器
・
自
動
消
火
器

（
品
目
に
よ
り
数
量
の
制
限
が
あ
り
ま
す
。）

対
概
ね
65
歳
以
上
の
一
人
暮
ら
し
な
ど
で
、

認
知
症
ま
た
は
身
体
機
能
の
低
下
に
よ
り
防

火
な
ど
へ
の
配
慮
が
必
要
な
住
民
税
非
課
税

の
高
齢
者
世
帯　

額
購
入
額
の
う
ち
、
10

分
の
9
の
助
成
（
品
目
に
よ
り
購
入
額
の
制

限
が
あ
り
ま
す
。）

問
駅
南
庁
舎
高
齢
社
会
課

	

０
８
５
７-

20-

３
４
５
３

各
総
合
支
所
市
民
福
祉
課
（

	

14
ペ
ー
ジ
）

春
の
砂
丘
一
斉
清
掃

時
4
月
8
日
（
日
）
9:

15
〜
11:

00

※
荒
天
の
場
合
は
中
止
。
延
期
は
あ
り
ま
せ

ん
。
実
施
の
有
無
は
当
日
午
前
7
時
に
本
市

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
掲
載
し
ま
す
。　

所
集

合
：
砂
丘
市
営
駐
車
場
奥
砂
丘
入
口
（
木
製

階
段
を
登
っ
た
と
こ
ろ
）
ま
た
は
オ
ア
シ
ス

広
場

問
鳥
取
砂
丘
美
化
運
動
協
議
会

	

０
８
５
７-

20-

３
１
８
２

歩
こ
う
会
4
月
例
会

時
4
月
8
日（
日
）8:

00
〜
14:

00

容
市
役
所
《
集
合
》
〜
寺
町
〜
内
吉
方
〜

面
影
〜
宇
倍
神
社
〜
池
田
家
墓
所
〜
大
雲
院

〜
市
役
所
《
解
散
》（
歩
行
距
離
約
１
０
・

５
㌖
）

※
弁
当
や
水
筒
、
雨
具
は
各
自
で
ご
用
意
く

だ
さ
い
。

問
歩
こ
う
会
事
務
局	

	

０
８
５
７-

28-

３
２
８
５

春
の
全
国
交
通
安
全
運
動

ゆ
ず
り
合
う  

ゆ
と
り
と
笑
顔		

防
ぐ
事
故

時
4
月
6
日（
金
）〜
15
日（
日
）

◆
運
動
の
重
点

・
子
ど
も
と
高
齢
者
の
交
通
事
故
防
止

・
自
転
車
の
安
全
利
用
の
推
進
〜
自
転
車
安

全
利
用
五
則
の
周
知
徹
底
〜

・
全
て
の
座
席
の
シ
ー
ト
ベ
ル
ト
と
チ
ャ
イ

ル
ド
シ
ー
ト
の
正
し
い
着
用
の
徹
底

・
飲
酒
運
転
の
根
絶

問
本
庁
舎
協
働
推
進
課

	

０
８
５
７-

20-

３
１
７
１

福
　
　
祉

お
知
ら
せ
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◆
意
見
書
の
提
出

　

準
備
書
に
つ
い
て
、
環
境
保
全
の
見
地
ら

意
見
書
を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

募
提
出
期
間
：
4
月
13
日（
金
）
〜
５
月

28
日
（
金
）　

※
必
着

◆
説
明
会

時
4
月
21
日（
土
）18:

00
〜　

所
河
原
町

中
央
公
民
館		

※
要
申
し
込
み（
準
備
の
都

合
上
、
４
月
18
日（
水
）
ま
で
に
左
記
に
お

申
し
込
み
く
だ
さ
い
。）

問
鳥
取
県
東
部
広
域
行
政
管
理
組
合
生
活

環
境
課
（
〒
６
８
０-

０
０
５
２
鍛
冶
町
１

８-

２
）

	

０
８
５
７-

26-

０
５
３
２

	
０
８
５
７-

29-

２
７
５
９

環
境
影
響
評
価
準
備
書
縦
覧
お
よ

び
説
明
会
の
開
催

容
可
燃
物
処
理
施
設
整
備
事
業
（
仮
称
）

に
関
す
る
環
境
影
響
評
価
準
備
書
を
縦
覧

し
、
説
明
会
を
開
催　

▽
事
業
者
名
：
鳥
取

県
東
部
広
域
行
政
管
理
組
合　

▽
事
業
実
施

区
域
：
河
原
町
山
手
外

◆
縦
覧

時
4
月
13
日（
金
）
〜
５
月
14
日
（
月
）

（
土
日
祝
日
を
除
く
）8:
30
〜
17:

00　

所
鳥
取
県
東
部
広
域
行
政
管
理
組
合
生
活

環
境
課
、
鳥
取
県
環
境
立
県
推
進
課
、
市
役

所
本
庁
舎
生
活
環
境
課
、
各
総
合
支
所
市
民

福
祉
課
（
東
部
広
域
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
も
縦

覧
で
き
ま
す
。）

（
意
見
書
提
出
専
用
メ
ー
ル
）

	assess@
east.tottori.tottori.jp

住
民
参
加
型
バ
ス
停
上
屋
　
　
　

整
備
事
業
補
助
金

対
バ
ス
停
上
屋
を
整
備
す
る
町
内
会
（
自

治
会
）
ま
た
は
地
区
会　

額
バ
ス
停
上
屋

1
カ
所
に
つ
い
て
補
助
対
象
事
業
に
要
す
る

経
費
に
3
分
の
2
を
乗
じ
て
得
た
額
（
た
だ

し
１
０
０
万
円
を
限
度
）　

募
6
月
29
日

（
金
）ま
で

問
本
庁
舎
交
通
政
策
室

	

０
８
５
７-

20-

３
２
５
７

平
成
23
年
度
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
助
成
事
業

容
三
山
口
地
区
お
よ
び
賀
露
地
区
で
地
域

の
伝
統
芸
能
の
継
承
や
地
域
活
動
の
促
進
を

図
る
た
め
、
用
具
や
衣
装
を
新
調

※
こ
れ
は
、
㈶
自
治
総
合
セ
ン
タ
ー
に
よ
る
宝

く
じ
の
社
会
貢
献
広
報
事
業
と
し
て
、
宝
く
じ

の
助
成
金
に
よ
り
整
備
さ
れ
た
も
の
で
す
。

問
本
庁
舎
文
化
芸
術
推
進
課

	

０
８
５
７-

20-

３
２
２
６

賀露地区の祭り衣装

固定資産税について
■土地・家屋価格等縦覧帳簿の縦覧
期　間　4月2日(月) ～ 5月31日(木)
　平成24年1月1日現在で所有する資産の評価
額が適正かどうかを、周辺の資産と比較すること
により確認することができます。
縦覧できる人 縦覧できる帳簿
市内の土地の

納税者
土地価格等縦覧帳簿（土地の所在、
地目、地積、価格などを記載）

市内の家屋の
納税者

家屋価格等縦覧帳簿（家屋の所在、
構造、床面積、価格などを記載）

　縦覧できるのは納税者および同居の家族、納税
管理人、委任状のある人です。免税点未満などの
理由により、固定資産税が課されていない人は縦
覧できません。

■固定資産課税台帳の閲覧
期　間　4月2日(月) ～
　平成24年1月1日現在で所有する資産の課税
内容を確認することができます。

閲覧できる人 対象固定資産
①納税義務のある人
とその同居の家族・
納税管理人

納税義務のある固定資産の
全部

②借地・借家人など 使用または収益の対象とな
る固定資産の部分

③土地・家屋などの
固定資産を処分する
権利を有する人（ 破
算管財人など）

該当する固定資産の全部

※②、③の人は賃貸借契約書などの提示をお願いし
　ます。また、代理人の場合は委任状が必要です。
◇時間はいずれも8:30〜17:15（土・日・祝休日を除く）
※縦覧・閲覧の際には、本人確認のため、運転免
　許証などの提示をお願いします。
※縦覧・閲覧は、駅南庁舎固定資産税課、各総合
　支所市民福祉課で行えます。

■固定資産税の評価額の見直し（評価替え）
　土地・家屋については、資産価格の変動を反映
させるため3年ごとに評価替えを行い、評価額を
適正な価格に見直します。平成24年度は評価替
えの年度にあたるため、新たな評価額を決定し、
原則として3年間据え置くことになります。

問駅南庁舎固定資産税課	 	0857-20-3421

国保の加入・喪失の
届け出はお早めに
■国保の加入

必要なもの・健康保険が切れた証明書（扶養家族がいる場合はその方の名前を含む）　・印鑑
■国保の喪失

必要なもの・国民健康保険証　 ・職場の健康保険証（扶養家
族がいる場合はその人の保険証を含む）　 ・印鑑

問駅南庁舎保険年金課	 0857-20-3482
	 各総合支所市民福祉課（	 	14 ページ）
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